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第
52
回 

改
正
個
人
情
報

保
護
法
が
全
面
施
行
へ

法務の窓口
　
改
正
個
人
情
報
保
護
法
が
５
月
30
日
に
全
面
施
行
さ
れ
ま
す
。

「
で
、
ど
う
変
わ
っ
た
の
？
」
と
い
う
声
よ
り
も
「
ど
う
対
応
す

れ
ば
い
い
の
？
」
と
い
う
声
が
大
き
い
の
で
、
今
回
は
こ
れ
を
テ
ー

マ
に
し
ま
す
。

　

と
は
い
え
「
ど
う
変
わ
っ
た
の
？
」
も
大
切
で
す
。
個
人
情

報
保
護
委
員
会
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
個
人
情

報
の
利
活
用
と
保
護
に
関
す
る
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」（http://www.

ppc.go.jp/files/pdf/personal_280229sym
po_pam

ph.
pdf

）
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

　

ま
ず
、
改
正
に
あ
た
って
差
し
当
た
り
以
下
の
７
つ
の
準
備
を

し
て
く
だ
さ
い
。
以
下
で
は
、
企
画
旅
行
を
例
に
説
明
し
ま
す
。

【
そ
の
１
】
取
引
条
件
説
明
書
面
・
申
込
書
用
紙
の
修
正

　

募
集
型
企
画
旅
行
で
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つい
て
は
パン

フ
レッ
ト
（
裏
面
）
や
「
旅
行
条
件
書
」
に
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
「
当
社
は
土
産
品
店
（
免
税
店
）
に
お
客
様
の
個
人

デ
ー
タ
を
提
供
し
ま
す
が
ご
希
望
さ
れ
な
い
場
合
は
お
申
出
く
だ

さ
い
。」
と
い
う
文
言
（
原
則
提
供
で
、
本
人
の
求
め
が
あ
れ
ば

提
供
停
止
す
る
扱
い
で
、「
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
」
と
いい
ま
す
。）
を

削
除
し
、
運
送
機
関
な
ど
と
同
様
に
土
産
品
店
への
個
人
デ
ー
タ

の
提
供
に
関
し
て
も
「
本
人
の
同
意
」
を
得
る
よ
う
に
「
個
人

情
報
の
利
用
目
的
」
に
追
加
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
旅
行
申

込
書
に
も
「
個
人
情
報
の
利
用
目
的
の
明
示
」
が
な
さ
れ
て
い
る

筈
で
す
の
で
、
運
送
機
関
な
ど
の
後
に
「
土
産
品
店
」
を
追
加

し
ま
す
。
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
と
す
る
に
は
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に

届
出
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
「
本
人
の
同
意
」
に
改
め
る
も
の
で

す
。
既
に
旅
行
条
件
書
を
印
刷
し
て
い
る
場
合
な
ど
は「
差
込
み
」

な
ど
で
対
応
し
、
ま
た
受
注
型
企
画
旅
行
も
同
様
の
修
正
を
し

て
く
だ
さ
い
。

【
そ
の
２
】
受
注
型
Ｂ
to
Ｂ
約
款
で
使
用
す
る
書
面
の
修
正

　

受
注
型
B
to
B
約
款
に
よ
る
取
引
で
は
、
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー

が
旅
行
参
加
者
に
配
布
す
る
「
参
加
要
領
」
を
【
そ
の
１
】
に

準
じ
て
修
正
し
て
く
だ
さ
い
。

【
そ
の
３
】
要
配
慮
個
人
情
報
の
取
得
に
は
本
人
の
同
意
を
得
る

　
「
要
配
慮
個
人
情
報
」
と
は
、
人
種
、
信
条
、
病
歴
等
が
含

ま
れ
る
個
人
情
報
で
本
人
の
同
意
を
得
て
取
得
す
る
こ
と
が
原
則

義
務
化
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、「
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
お

客
様
か
ら
の
情
報
（
障
が
い
の
状
況
や
程
度
な
ど
）」
は
〝
ほ
ぼ
こ

の
情
報
に
該
当
す
る
〞
も
の
と
考
え
、
実
務
も
踏
ま
え
て
「
口

頭
に
よ
る
同
意
」
を
取
り
付
け
て
保
管
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

お
客
様
の
同
意
を
取
り
付
け
た
旨
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
シ
ー
ト
に
聴
取

日
時
及
び
聴
取
者
名
等
を
メ
モ
し
て
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

【
そ
の
４
】
手
配
業
務
で
使
用
す
る
書
面
・
デ
ー
タ
の
保
管
（
第

三
者
提
供
に
係
る
記
録
の
作
成
等
）

　

第
三
者
に
個
人
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
と
き
は
そ
の
記
録
を
残
す

こ
と
が
必
要
で
す
。
皆
様
は
、
既
に
手
配
書
や
P
N
R
な
ど
の

手
配
デ
ー
タ
を
保
管
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
が
そ
の
「
記
録
」
と

な
り
ま
す
の
で
、
改
め
て
「
第
三
者
提
供
に
係
る
記
録
の
作
成
」

は
不
要
で
す
。
保
管
期
間
は
手
配
デ
ー
タ
の
場
合
は
１
年
で
す
が
、

旅
行
業
約
款
の
苦
情
の
申
出
期
間
を
考
慮
し
て
２
年
間
と
す
る
の

が
適
当
で
し
ょ
う
（
貴
社
で
決
定
し
て
く
だ
さ
い
。）。

【
そ
の
５
】受
注
型
B
to
B
約
款
に
基
づい
た
契
約
の
契
約
書
面
、

参
加
要
領
な
ど
の
保
管
（
第
三
者
提
供
を
受
け
る
際
の
確
認
等
）

　

第
三
者
か
ら
個
人
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
る
に
は
、
当
該
第
三

者
の
氏
名
（
法
人
名
）、
個
人
デ
ー
タ
取
得
の
経
緯
等
の
確
認
が

必
要
で
す
。実
務
で
は
受
注
型
B
to
B
約
款
に
よ
る
取
引
で
オ
ー

ガ
ナ
イ
ザ
ー
か
ら
旅
行
参
加
者
の
個
人
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
る

際
に
は
、「
企
画
書
面・引
受
書
」
や
「
参
加
要
領
」
が
個
人
デ
ー

タ
の
取
得
の
経
緯
の
「
確
認
」
と
な
り
ま
す
の
で
こ
れ
ら
を
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。
保
管
期
間
は
【
そ
の
４
】
に
準
じ
ま
す
。

【
そ
の
６
】
個
人
デ
ー
タ
の
漏
え
い
等
の
報
告
先
は
委
員
会
と
登

録
行
政
庁
へ

　

万一、
個
人
デ
ー
タ
の
漏
え
い
等
が
発
生
し
た
際
に
は
、
直
ち
に

適
切
な
措
置
を
講
じ
た
う
え
で
、
事
実
関
係
や
発
生
防
止
策
につ

い
て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
と
登
録
行
政
庁
に
報
告
し
て
く
だ

さ
い
（
報
告
方
法
は
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
ウェブ
ペ
ー
ジ
に
掲

載
さ
れ
る
予
定
で
す
。）。

【
そ
の
７
】
代
理
店
業
務
に
係
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
の
確
認

　

貴
社
が
保
険
代
理
店
な
ど
の
代
理
店
と
し
て
の
業
務
を
手
掛

け
て
い
れ
ば
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つい
て
は
保
険
会
社
な
ど
の

指
示
に
従
って
く
だ
さ
い
。

改
訂
し
た
Ｊ
Ａ
Ｔ
Ａ
・
Ａ
Ｎ
Ｔ
Ａ
個
人
情
報
取
扱

い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

　

さ
て
、
以
上
の
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
４
月
に
改
訂
し
た

「
J
A
T
A
・
A
N
T
A
個
人
情
報
取
扱
い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

に
基
づい
て
い
ま
す
。【
そ
の
１
】
と
【
そ
の
２
】
は
書
面
の
修
正

が
必
要
で
す
が
、
修
正
文
の
例
は
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
載
せ
て

あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
は
業
務
手
順
の
見
直
し
や
確
認
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
【
そ
の
３
】【
そ
の
４
】
は
既
に
実
施
し
て
い
る
事
柄

で
心
配
に
は
及
び
ま
せ
ん
。
最
後
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
ご一読

く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堀
江
）


